
    ショートステイ利用料金一覧表  （介護保険負担割合証１割の方） 

  基本料金｛１日あたり｝                              令和６年８月１日現在 

①施設利用料  ①（一）併設型ユニット型短期入所生活介護費〈ユニット型個室〉（介護 1＝704単位,介護 2＝772単位,介護 3＝847単位,  

介護 4＝918単位,介護 5＝987単位）②機能訓練体制加算（1日 12単位）③夜勤職員配置加算（Ⅳ）（1日 20単位） 

④サービス提供体制強化加算〈Ⅰ〉（1日 22単位）  

⑤介護職員等処遇改善加算[Ⅰ]   （1月につき｛所定単位×14/100 単位｝所定単位とは上記①から④の単位数の合計） 

【単位数に 10.17円を乗じた金額の 1割が利用者負担の金額となります。】 

 

②食事代   １日 １，４４５円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

         朝食 ３９０円  昼食 ５４５円  夕食 ５１０円 （実際に摂った食事の代金となります。） 

         ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、実際に摂った食事代が負担限度額を超えている場合は、 

         負担限度額認定証の金額が食事代となります。 

③居住費   １日 ２，０６６円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

 利用者負担第１段階 利用者負担第２段階 利用者負担第３段階① 利用者負担第３段階② 利用者負担第４段階 

市町村民税非課税世帯で老齢福祉 

年金を受給されている方 

生活保護を受給されている方 

市町村民税非課税世帯の方で合計 

所得金額と課税年金収入の合計が 

８０万円以下の方など 

市町村民税非課税世帯の方で左記の 

第２段階以外の方（課税年金収入が 

８０万円超の１２０万円以下の方など） 

市町村民税非課税世帯の方で左記の 

第２段階以外の方（課税年金収入が 

１２０万円超の方など） 

左記以外の方 

 

１日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 

要介護度１ 

①  ８７９円 ①  ８７９円 ①  ８７９円 ①  ８７９円 ①  ８７９円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 ２，０５９円 合計 ２，３５９円 合計 ３，２４９円 合計 ３，５４９円 合計 ４，３９０円 

要介護度２ 

①  ９５８円 ①  ９５８円 ①  ９５８円 ①  ９５８円 ①  ９５８円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 ２，１３８円 合計 ２，４３８円 合計 ３，３２８円 合計 ３，６２８円 合計 ４，４６９円 

要介護度３ 

①１，０４５円 ①１，０４５円 ①１，０４５円 ①１，０４５円 ①１，０４５円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 ２，２２５円 合計 ２，５２５円 合計 ３，４１５円 合計 ３，７１５円 合計 ４，５５６円 

要介護度４ 

①１，１２７円 ①１，１２７円 ①１，１２７円 ①１，１２７円 ①１，１２７円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 ２，３０７円 合計 ２，６０７円 合計 ３，４９７円 合計 ３，７９７円 合計 ４，６３８円 

要介護度５ 

①１，２０８円 ①１，２０８円 ①１，２０８円 ①１，２０８円 ①１，２０８円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 ２，３８８円 合計 ２，６８８円 合計 ３，５７８円 合計 ３，８７８円 合計 ４，７１９円 

（上記説明） 

＊ 函南町は地域区分が「７級地」であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となり、自己負担は、 

その料金の１割です。 

＊ 上記料金は、１日あたりの目安を表示したものです。複数日の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理 

の関係で、差異が生ずる場合があります。 

＊ 利用者負担段階については、介護保険証の保険者である市町村に「介護保険負担限度額認定証」の申請を 

していただくことになります。詳細については各市町村へお尋ね下さい。 

「介護保険負担限度額認定証」の認定が無い場合には利用者負担第４段階の利用者負担額のお支払いをして 

いただくようになります。 

 

  その他の主な料金  

   ・ 送迎代      片道    １８４単位  

   ・ 理美容代              実費 

   ・ 行事参加費         入場料等実費 

・ おやつ代              実費 

・ 行事食代              実費 

                                       社会福祉法人 日本民生福祉協会 

                              みどりが丘ホ－ム短期入所生活介護事業所 

                               



     ショートステイ利用料金一覧表 （介護保険負担割合証２割・３割の方） 

  基本料金｛１日あたり｝                              令和６年８月１日現在 

①施設利用料  ①（一）併設型ユニット型短期入所生活介護費〈ユニット型個室〉（介護 1＝704単位,介護 2＝772単位,介護 3＝847単位,  

介護 4＝918単位,介護 5＝987単位）②機能訓練体制加算（1日 12単位）③夜勤職員配置加算（Ⅳ）（1日 20単位） 

④サービス提供体制強化加算〈Ⅰ〉（1日 22単位）  

⑤介護職員等処遇改善加算[Ⅰ]   （1月につき｛所定単位×14/100 単位｝所定単位とは上記①から④の単位数の合計） 

【単位数に 10.17円を乗じた金額の 1割が利用者負担の金額となります。】 

 

②食事代   １日 １，４４５円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

         朝食 ３９０円  昼食 ５４５円  夕食 ５１０円 （実際に摂った食事の代金となります。） 

         ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、実際に摂った食事代が負担限度額を超えている場合は、 

         負担限度額認定証の金額が食事代となります。 

③居住費   １日 ２，０６６円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

 

 介護保険負担割合証２割の方 介護保険負担割合証３割の方 

利用者負担第４段階 利用者負担第４段階 

１日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 

要介護度１ 

①１，７５８円 ①２，６３６円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，２６９円 合計 ６，１４７円 

要介護度２ 

①１，９１６円 ①２，８７４円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，４２７円 合計 ６，３８５円 

要介護度３ 

①２，０８９円 ①３，１３４円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，６００円 合計 ６，６４５円 

要介護度４ 

①２，２５４円 ①３，３８１円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，７６５円 合計 ６，８９２円 

要介護度５ 

①２，４１５円 ①３，６２２円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，９２６円 合計 ７，１３３円 

（上記説明） 

＊ 函南町は地域区分が「７級地」であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となり、自己負担は、 

その料金の２割又は３割です。 

＊ 上記料金は、１日あたりの目安を表示したものです。複数日の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理 

の関係で、差異が生ずる場合があります。 

 

  その他の主な料金  

   ・ 送迎代      片道    １８４単位  

   ・ 理美容代              実費 

   ・ 行事参加費         入場料等実費 

・ おやつ代              実費 

・ 行事食代              実費 

 

                                       社会福祉法人 日本民生福祉協会 

                              みどりが丘ホ－ム短期入所生活介護事業所 

                               



       介護予防ショートステイ利用料金一覧表 

            （介護保険負担割合証１割の方） 

 

基本料金｛１日あたり｝                              令和６年８月１日現在 

① 施設利用料 ①（一）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費〈ユニット型個室〉【要支援 1＝529単位,要支援 2＝656単位】 

②機能訓練体制加算【12単位】 ③サービス提供強化加算〈Ⅰ〉【22単位】 

④介護職員等処遇改善加算[Ⅰ]  （1月につき｛所定単位×14/100 単位｝所定単位とは上記①から③の単位数の合計） 

           【単位数に 10.17円を乗じた金額の 1割が利用者負担の金額となります。】 

 

② 食事代  １日 １，４４５円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

朝食 ３９０円  昼食 ５４５円  夕食 ５１０円 （実際に摂った食事の代金となります。） 

      ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、実際に摂った食事代が負担限度額を超えている場合は、 

      負担限度額認定証の金額が食事代となります。 

③ 居住費  １日 ２，０６６円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

 利用者負担第１段階 利用者負担第２段階 利用者負担第３段階① 利用者負担第３段階② 利用者負担第４段階 

市町村民税非課税世帯で老齢福祉 

年金を受給されている方 

生活保護を受給されている方 

市町村民税非課税世帯の方で合計 

所得金額と課税年金収入の合計が 

８０万円以下の方など 

市町村民税非課税世帯の方で左記の 

第２段階以外の方（課税年金収入が 

８０万円超の１２０万円以下の方な

ど） 

市町村民税非課税世帯の方で左記の 

第２段階以外の方（課税年金収入が 

１２０万円超の方など） 

左記以外の方 

 

１日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 

要支援１ 

①  ６５３円 ①  ６５３円 ①  ６５３円 ①  ６５３円 ①  ６５３円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計 １，８３３円 合計 ２，１３３円 合計 ３，０２３円 合計 ３，３２３円 合計 ４，１６４円 

要支援２ 

①  ８０１円 ①  ８０１円 ①  ８０１円 ①  ８０１円 ①  ８０１円 

②  ３００円 ②  ６００円 ②１，０００円 ②１，３００円 ②１，４４５円 

③  ８８０円 ③  ８８０円 ③１，３７０円 ③１，３７０円 ③２，０６６円 

合計１，９８１円 合計 ２，２８１円 合計 ３，１７１円 合計 ３，４７１円 合計 ４，３１２円 

 

（上記説明） 

＊ 函南町は地域区分が「７級地」であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となり、自己負担は、 

その料金の１割です。 

＊ 上記料金は、１日あたりの目安を表示したものです。１ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理 

の関係で、差異が生ずる場合があります。 

＊ 利用者負担段階については、介護保険証の所在地である市町村に「介護保険負担限度額認定証」の申請を 

していただくことになります。詳細については各市町村へお尋ね下さい。 

「介護保険負担限度額認定証」の認定が無い場合には利用者負担第４段階の利用者負担額のお支払いをして 

いただくようになります。 

 

  その他の主な料金  

   ・ 送迎代      片道    １８４単位  

   ・ 理美容代              実費 

   ・ 行事参加費         入場料等実費 

・ おやつ代              実費 

・ 行事食代              実費 

                                  社会福祉法人 日本民生福祉協会 

                          みどりが丘ホ－ム介護予防短期入所生活介護事業所 



       介護予防ショートステイ利用料金一覧表 

            （介護保険負担割合証２割・３割の方） 

 

基本料金｛１日あたり｝                              令和６年８月１日現在 

① 施設利用料 ①（一）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費〈ユニット型個室〉【要支援 1＝529単位,要支援 2＝656単位】 

②機能訓練体制加算【12単位】 ③サービス提供強化加算〈Ⅰ〉【22単位】 

④介護職員等処遇改善加算[Ⅰ]  （1月につき｛所定単位×14/100 単位｝所定単位とは上記①から③の単位数の合計） 

           【単位数に 10.17円を乗じた金額の 1割が利用者負担の金額となります。】 

 

② 食事代  １日 １，４４５円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

朝食 ３９０円  昼食 ５４５円  夕食 ５１０円 （実際に摂った食事の代金となります。） 

      ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、実際に摂った食事代が負担限度額を超えている場合は、 

      負担限度額認定証の金額が食事代となります。 

③ 居住費  １日 ２，０６６円 （利用者負担段階による金額、不足額は保険給付で補われます。） 

 

 介護保険負担割合証２割の方 介護保険負担割合証３割の方 

利用者負担第４段階 利用者負担第４段階 

１日あたりの自己負担金 １日あたりの自己負担金 

要支援１ 

①１，３０６円 ①１，９５９円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ４，８１７円 合計 ５，４７０円 

要支援２ 

①１，６０１円 ①２，４０１円 

②１，４４５円 ②１，４４５円 

③２，０６６円 ③２，０６６円 

合計 ５，１１２円 合計 ５，９１２円 

 

（上記説明） 

＊ 函南町は地域区分が「７級地」であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となり、自己負担は、 

その料金の２割又は３割です。 

＊ 上記料金は、１日あたりの目安を表示したものです。１ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理 

の関係で、差異が生ずる場合があります。 

 

 

 

  その他の主な料金  

   ・ 送迎代      片道    １８４単位  

   ・ 理美容代              実費 

   ・ 行事参加費         入場料等実費 

・ おやつ代              実費 

・ 行事食代              実費 

 

                                  社会福祉法人 日本民生福祉協会 

                          みどりが丘ホ－ム介護予防短期入所生活介護事業所 

 


